
○台北テキスタイルフェア（Ｔ
テ ィ タ ス

ＩＴＡＳ
２０１６）
　台北市で開催される、繊維産業の繊維原
料・糸・生地・副資材及び関連サービスを
出品対象とした国際見本市「台北テキスタ
イルフェア」に、昨年に引き続き桐生市ブースを設置しま
す。
○東京インターナショナル・ギフトショー
　海外を含む多くの企業が出展し、多数の海外バイヤーが
集結する国内最大級のパーソナルギフトと生活雑貨の国際
見本市「東京インターナショナル・ギフトショー」に桐生
市ブースを設置します。
　いずれの事業も、４月中に市ホームページで募集要領を
公開し、参加企業の公募を開始します。
　問い合わせは、産業政策課産業政策係（☎内線584）
へ。
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　市では、産業振興施策の一環として
中小企業や勤労者向けに小口資金や特
別小口資金、経営安定資金、設備資
金、季節資金、中心市街地空き店舗活
用支援資金、勤労者住宅資金、勤労者
生活資金、保証料補助など様々な制度
融資を行っています。
申し込み＝市内及びみどり市大間々町などの制度融資取扱金融
機関へ申し込んでください。
　なお、横浜銀行では中小企業向けの制度融資のみを、労働金
庫では勤労者向けの制度融資のみを取り扱っています。
　また、農業協同組合とゆうちょ銀行での取り扱いはありませ
ん。
　詳しいことは、取扱金融機関に有る「制度融資のご案内」を
御覧いただくか、産業政策課商業・金融係（☎内線583）へお
問い合わせください。
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桐生市空き店舗活用型
新店舗開設・創業促進事業
補助金

　新技術や新製品の開発に取り組む中小企業者
に対して開発費の一部を補助します。
　なお、開発要素がないものや、量産用設備の
導入を目的としたものは対象外です。
対象者＝市内に主たる事業所を有する中小企業
者
補助額＝上限額80万円※企業が20万円以上負担
する必要が有ります。
申し込み＝５月10日（火）までに、申請用紙に
必要事項を記入の上、直接市役所３階の産学官
推進室へ。申請用紙は産学官推進室及び市ホー
ムページに有ります。
採択件数＝申請内容について、現地調査を含め
た審査を行い、４件程度の採択を予定していま
す。
　問い合わせは、産学官推進室産学官推進係
（☎内線573）へ。

新技術・新製品開発補助
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　桐生市中心市街地などの空き店舗を改修し出店す
る人（法人を含む）に、改修工事費の一部を補助し
ます。最大120万円の補助が受けられます。
■補助金額
①中心市街地内（本町一～六丁目、錦町一～三
丁目、末広町など）に新店舗開設する場合、対
象経費の２分の１以内で最大100万円
②上記①の区域外に新店舗開設する場合、対象
経費の２分の１以内で最大50万円
③上記①の区域内に事業所開設する場合、対象
経費の２分の１以内で最大20万円
※このほかに市ホームページに掲載されている
空き店舗に出店した場合は、空き店舗情報登録
加算として10万円、市外からの転入者について
は、さらに10万円の加算を受けられる場合があ
ります。ただし、加算分を含めた補助金の額は
補助対象工事費の額を限度とします。

■対象経費
　店舗の改修に支払った工事費（市内業者に発注し
たものに限る）です。なお、工事費とは、内外装工
事、給排水設備工事、冷暖房・空調工事、電気工事
など（備品の購入は対象外）の費用です。
■対象要件
　空き店舗に出店し、次の要件を満たす必要が有り
ます。
・一階において主たる営業を行うこと
・原則として週５日以上営業すること
・夜間営業のみでないこと
・市内既存店舗からの移転でないこと
・開業後、３年以上継続的に経営を行うこと
・商工会議所などの経営指導を受けること
・①は、出店地域の商店街団体に加入すること
・国、県及び市の他の補助金制度の対象でないこと
・平成29年３月末までに開業できること
・市税を滞納していないこと

■対象業種
　①又は②は、小売業、飲食店又はサービス業など
で、③は、事務所、事業所などです。
■申し込み
　改修工事を行う前に、市役所３階の産業政策課に
必要書類を添えて申し込んでください。申込用紙は
産業政策課及び市ホームページに有ります。
　問い合わせは、産業政策課商業・金融係（☎内線
583）へ。


